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 これは、平成３１年４月に茨城県高萩市立中学校の生徒（以下「本人」という。）

が自殺した事案について、高萩市立中学校の生徒の死亡事案に係る第三者委員会

（以下「当委員会」という。）が調査した報告書の概要である。 
 
 

 当委員会は、遺族、本人の同級生、本人の小学校の担任、本人の中学校の教員等

（担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭、教頭、校長、中学校の他の教員、ス

クールカウンセラー等）から聴取した。 
当委員会は、教育委員会、学校および遺族から本人の遺品等の資料の提供を受け

た。 
当委員会は、本人の先輩の保護者から書面による情報提供を受けた。 

 本人の生育歴について、幼少期に両親は離婚しており実父の記憶は無い。２番目

の父の子育ては厳しくやや暴力的な側面もあった。保育園の時からチックがあっ

た。 
 小学校低学年の時、学童保育から抜け出して警察に保護されたことがあった。２

番目の父は、本人に様々な経験させて楽しませてもいた。しかし、２番目の父の自

分のことは自分でできるように厳しく育てる教育方針が、本人にはしっくりいかな

かったと考えられる。 
 小学校中学年の頃、母親が２番目の父と離婚して、親友もできて衝動的な言動は

目立たなくなった。 
 小学校高学年頃、自己肯定感の低さを思わせる口癖があった。学童保育のカウン

セラーの面接を受けたこともある。母が３番目の父と結婚し、本人は落ち着いた生

活になった。 
 中学校に入り、学業成績は飛躍的に伸びた。中学校で入った女子卓球部が厳しか

った。当初本人は熱心に取り組んでいた。 
 中学２年生の１学期にボールペンの先などで自分の腕をつついて傷つける自傷

行為があった。何度も自傷行為に及んでいたが傷は軽かった。女子卓球部の友人に

自分は愛されていない死にたいなどと漏らすこともあった。 
 中学２年生の年末から女子卓球部顧問の指導が厳しくなり、本人は「自分のこと

を分かってくれない」と反応して激しく口論するようになった。女子卓球部顧問は

「じゃあ死ねば」と言ったり、部員を怒鳴ったり、部活のみならず普段の部員の学

校生活をも非難するような言動をしばしば取っていた。同級生達は、本人の自傷行

為を知って止めるよう助言していたが、そのうち助言しなくなった。同級生から学

校に本人の自傷行為について相談されなかった。 
 中学２年生の２月になると、本人は女子卓球部に行かなくなった。女子卓球部顧

問は、「おまえは他の部活に移っても迷惑をかけるだけだ」等と言って退部を認め

なかった。本人は、自殺サイトや心理テストのサイトでサイコパステストを閲覧す

るなどしていた。 
 中学２年の３月、女子卓球部顧問は、他の部員の前で本人を批判するメモを読み
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上げた。 
 中学３年の４月、部活の新入生勧誘デモンストレーション終了後、本人は家族に

「３年生５名（本当は本人を入れて６名）と言われちゃった」と元気なく話した。 
 平成３１年４月３０日、母に朝の起床が遅いことを叱責された後、本人は自室に

こもり自殺した。 
  
 

 当委員会は、調査の結果、本人が自殺に至った理由にはいろいろな事情が複合的

重畳的に作用したものであり、単純明快な説明は困難であるとの結論に達した。 
精神医学、臨床心理学、社会福祉及び学校教育の専門的知見に基づいて、本人の

生育歴及び学校生活の様々な事実について評価・解釈し、本人が自殺に至った理由

の説明を試みる。 
 
（１）自死に至った精神医学的考察 
 アメリカの心理学者によれば、①自己所属感の減弱、②自己負担感の増強、③身

についた（自殺の）潜在能力の三つの要因で、自殺は生じるとされる。 
 虐待と受け取られる２番目の父の厳しいしつけや母との情緒的交流の不足から、

幼少期の本人は愛情欲求が十分に満たされず、情緒的に不安定で、自己肯定感、自

己所属感は低かったと思われる。①・②の条件を満たし自殺リスクはある程度高か

ったと思われる。 
 中学生になって入った女子卓球部において、当初本人は活動に熱中していたが、

女子卓球部顧問の厳しい指導的言動は、２番目の父のしつけに対する嫌悪を本人に

想起させたり、自己評価を低めるストレスを与えたと考えられる。自傷行為や自分

をおとしめる発言はその表れである。 
 女子卓球部顧問は、一方で本人を教育的配慮として引き留めたり、他方で他の部

員の面前で罵倒したりするなど、本人の部活動における所属感を曖昧にする両価的

な対応をしてしまう。本人も、女子卓球部顧問はストレスでも卓球は好きであるた

め、女子卓球部や女子卓球部顧問を切るに切れない二重拘束的状況に陥ってしまっ

た。二重拘束的状況が強い葛藤となり、①自己所属感の減弱、②自己負担感の増強

を強め、抑うつ状態と自殺念慮が高まったと思われる。 
 自殺サイトの閲覧などにより、③身についた自殺の潜在能力を高めた。自殺リス

クは極めて高い状態となった。 
 当日、抑うつ状態の表れと思われる本人の朝起きられない状態を、母が、本人の

抑うつ状態には気がつかず、朝寝坊を叱責したことにより、衝動的に自殺に至った

と推察される。 
 
（２）自死に至った臨床心理学的考察 
 本人は、幼少期から小学校まで愛情欲求が満たされなかったと思われる。傷つい

たスズメやコウモリを拾って世話をする等の生き物の世話をすることは、自らが自

らを世話（保護）して癒やすという健康的な心の作用であり、自己治癒力の働きと

考えられる。本人は、嫌なことがあると捕まえた虫を握りつぶして殺すことがあり、

衝動性や攻撃性もあった。 
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 小学校の中学年から高学年にかけて、「しょうがないんだけど」「うちなんかど

うせ」が口癖で、諦めているような感じであり、自己肯定感が低く抑うつ的であっ

た可能性がある。 
 中学校に進学して、学校のクラスでも休み時間に独りでいることが多く、勉強が

できないと「やっぱり自分はダメなんだ」と落ち込んで泣くなどしており、自己肯

定感が低く、抑うつ的であったとみられる。 
 リストカットなどの自傷の背景には、苦痛に満ちた生々しいネガティブな情緒を

切り離して自分を守る意識・目的があったと思われる（解離・防衛機制）。他の生

徒に「死にたい」と軽い口調で話したり、にこにこしながらネガティブなことを言

うことも同様である。解離を繰り返していると、心や体に支障が生じてくる。 
 女子卓球部顧問による暴言とも言えるような理不尽な厳しい指導は、本人には虐

待的なしつけを再体験させられるような深く傷つくものになったと思われる。女子

卓球部顧問が部活動を通して本人に向ける関心や情熱は、本人にとって、家族や友

達や教員から得られない濃密なものであったと思われる。本人は、女子卓球部顧問

に満たされない思いを満たしてくれる存在として期待が膨らんだと思われる。本人

が期待した分、幼少期の両親に対し感じた感情などが女子卓球部顧問の厳しい指導

に置き換えられたのだと思われる（転移）。 
 女子卓球部顧問と激しく口論するようになって激しく傷つくようになった。本人

は基本的信頼感の形成が不十分で、心理的な防衛能力が低く、女子卓球部顧問の攻

撃に無防備にさらされる恐さを感じていた。本人は、女子卓球部顧問とのやりとり

で幼少期の虐待的なしつけを受けていた感情が蘇り、深く傷ついたのかも知れな

い。 
 
（３）中学校の対応に対する考察 
 本人の発する自傷行為のＳＯＳは生徒指導対策委員会の話題にもなったが、教員

達は積極的な介入はしなかった。 
 平成３１年３月２０日に母親が匿名で教育委員会に苦情電話を行った。学校は、

女子卓球部顧問には本人と関わらないよう指導したが、母にはアプローチしなかっ

た。 
 女子卓球部顧問の部活運営については、公立中学校の部活動において、土日の休

みもなく厳しい練習を課すこと、部活動と卓球クラブ（社会体育団体に登録）を使

い分けて実質的に部活動の延長練習をすること、対外試合での自家用車での送迎の

黙認など、部活動の指導方針の適切さに疑問がある。 
 校長や教頭などの管理職のリーダーシップが見えにくく、女子卓球部顧問に依存

した学校運営を行い、女子卓球部顧問の考えと相反する提案や意見が学校運営に反

映されない組織となっていた。また、スクールカウンセラーを積極的に活用した指

導についての意識が薄かった。 
 
（４）女子卓球部顧問（兼生徒指導主事）に対する考察 
 女子卓球部顧問は、授業、生徒指導主事としての業務、部活動指導に熱心に取り

組んだ。校長や教頭などの管理職の信頼も厚かった。 
 女子卓球部顧問は、部活動の時に周囲の教員も驚くほど感情的であった。女子卓

球部部員に「殺すぞ」「殴るぞ」「キモい」「死ね」「くそやろう」などの暴言を
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言ったり、女子卓球部部員の胸ぐらをつかんだり、突き飛ばしたり、怒りにまかせ

て貸与したラケットを破壊したりした。 
 女子卓球部顧問は、女子卓球部について協力や連携する視点が弱かった。女子卓

球部顧問は、問題を自分で抱え込んだ。管理職や周囲の教員や教育委員会の介入が

不可欠だったと思われる。 
 女子卓球部顧問が、他の部員の面前で、本人の部活動や生活態度を批判し責める

内容のメモを読み上げたことは、もはや教育的指導にはほど遠く、女子卓球部顧問

の本人に対する指導が行き詰まっていたことを如実に示すものである。 

・家庭における自殺予防が必要である。児童生徒の自殺を予防するためには、保護

者は、児童生徒の些細な変化を見逃さないように日々の変化に敏感であって欲し

い。また、学校や自治体との連携も必要である。 
・学校の閉鎖性の問題がある。学校内部や教育委員会のみで処理しようとする傾向

がある。児童家庭支援センターや高萩市子育て支援課との定期的な情報交換によ

り、有効な支援に結びつくことが期待できる。 
・学校が、市町村子育て支援課や児童家庭支援センターなどの福祉領域や、保健セ

ンターや病院等の保健領域と連携すると、当該児童生徒を立体的に把握して適切

な支援に結びつくことが期待できる。 
・一人一人の児童生徒理解に根ざした生徒指導体制を構築することが必要である。

児童生徒の個別性に配慮する必要がある。個別性に配慮した指導を行わないと自

殺リスクが高まることもある。児童生徒理解においては、力があり権限のある特

定の教員に生徒指導を一任する「聖域」を作らず、風通しの良い組織体制を構築

する必要がある。 
・学校における自殺予防対策である。本件では、本人がリストカットや抑うつ的な

訴えのＳＯＳが何度も出ていたにも関わらず、学校も家庭も適切な対応がとれな

かったことである。児童生徒がＳＯＳを出しても周囲の人間が気がついて適切な

対応をとることができなければ自殺を防ぐことは困難であることを意味する。学

校においては、児童生徒全員に適切なＳＯＳの出し方教育と、教職員および保護

者にＳＯＳを受け止めて適切な対応するためのゲートキーパー教育が必要であ

る。児童生徒全員向けのＳＯＳ出し方教育については、精神疾患、うつ病と自殺

の知識、ストレス対処法、友達との付き合い方、周囲への相談の方法、周囲の大

人に理解されない場合の対処、友達のＳＯＳの対応方法について相談・社会資源

を具体的に教えることが望ましい。教職員のゲートキーパー教育については、児

童生徒の心理、ＳＯＳサイン、サインに気づいた時の対応方法、相談窓口へのつ

なぎ方など、具体的自殺リスクの高い事例を用いた演習を含む実践的な研修が望

まれる。 
・スクールカウンセラーの活用である。本事案では、スクールカウンセラーに繋が

らず援助を受けられなかった。スクールカウンセラーは、臨床心理学の専門性と

外部性を併せ持ち、教員たちでは如何ともしがたい硬直した生徒指導体制の局面

を打開できる可能性がある。スクールカウンセラーは、受動的に動くことが多い

が、問題が起きそうな所には積極的に関わっていくべきである。スクールカウン
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セラーの勤務体制を強化し、常勤配置が必要である。スクールカウンセラーの専

門性も強化する必要がある。 
・教育委員会および教育事務所の学校支援体制強化も必要である。指導主事の人員

も少なく、かつ、指導主事は教頭職及び教諭職であり、学校の校長に対して指導

助言することは難しいと思われる。 
・学校の部活動の問題点についてである。部活動の教育的意義を認め、勝利経験が

生徒の成長を促すという考えから、試合に勝つための厳しい練習を肯定する見解

は、生徒の自主的・自発的な参加という部活動の本来の意義を逸脱し、勝利至上

主義による顧問教諭の威圧的指導を助長していったと思われる。労働問題の過労

死ラインと比して、学校教育及び部活動の総合計時間が長期化することは、生徒

のみならず教員の心身の健康を害するおそれがある。スポーツ庁の「運動部活動

の在り方に関する総合的なガイドライン」と茨城県教育委員会の「茨城県運動部

活動の運営方針」を参考にして中学校の運動部の在り方について改革が必要であ

る。部活動参加が事実上義務化は改める必要がある。 
・自治体の自殺対策についてである。高萩市が策定した自殺対策計画は、本事案を

踏まえて見直されるべきである。児童生徒向けの具体的内容に踏み込んだＳＯＳ

出し方教育と、教員の具体例に則したゲートキーパー教育の実施などの学校教育

の意識改革が必要である。自他の生命の大切さを指導する教育は、自殺リスクの

ある子供にとってはかえって自己評価を低める恐れがあり、自殺予防教育として

は不適切である。 
 
 

本事案から痛みを伴って学んだことを今後に生かすため、これらの提言がその一

助となることを切に願う。 
 
 

以 上 


